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(54)【発明の名称】 処置具起上装置を有する内視鏡

(57)【要約】
【課題】操作ワイヤをガイドするガイドコイルの有効長
を正確かつ容易に調整することができる処置具起上装置
を有する内視鏡を提供すること。
【解決手段】処置具起上片３を動作させるための操作ワ
イヤ１１が挿入部１内を通過する状態に配置されると共
に、操作ワイヤ１１をガイドするガイドコイル１２の両
端が、挿入部１の基端に連結された操作部４と挿入部１
の先端とに固定された処置具起上装置を有する内視鏡に
おいて、ガイドコイル１２をその途中位置において分割
し、ガイドコイル１２の分割部分を軸線方向に長さを可
変な接続機構２０によって接続した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部の先端から突出する処置具の突出方
向を制御する処置具起上片が上記挿入部の先端に配置さ
れ、上記処置具起上片を動作させるための操作ワイヤが
上記挿入部内を通過する状態に配置されると共に、上記
操作ワイヤをガイドするガイドコイルの両端が、上記挿
入部の基端に連結された操作部と上記挿入部の先端とに
固定された処置具起上装置を有する内視鏡において、
上記ガイドコイルをその途中位置において分割し、上記
ガイドコイルの分割部分を軸線方向に長さを可変な接続
機構によって接続したことを特徴とする処置具起上装置
を有する内視鏡。
【請求項２】上記接続機構が、上記操作部と上記挿入部
とを連結する連結部材に形成された窓の内側に配置され
ている請求項１記載の処置具起上装置を有する内視鏡。
【請求項３】上記接続機構が、上記ガイドコイルの分割
端の各々に固着された口金を、その双方と螺合する部材
によって軸線方向に接近／離反させるネジ機構である請
求項１又は２記載の処置具起上装置を有する内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、処置具の突出方
向を制御する処置具起上装置を有する内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】処置具起上装置を有する内視鏡は一般
に、挿入部の先端から突出する処置具の突出方向を制御
する処置具起上片が挿入部の先端に配置され、処置具起
上片を動作させるための操作ワイヤが挿入部内を通過す
る状態に配置されている。
【０００３】そのような操作ワイヤは、挿入部の基端に
連結された操作部において軸線方向に進退操作される
が、挿入部内においては、操作部側から牽引されたとき
の突っ張りとなるガイドコイル内に挿通配置されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】上述のようなガイドコ
イルの両端は、半田付け等によって挿入部の先端と操作
部とに固定されており、ガイドコイルの有効長が半田付
け位置によって決まる構造になっている。
【０００５】したがって、ガイドコイルが正しい有効長
になるようにするためには、挿入部先端側への固定をし
た後、操作部側において半田付け位置を正確に微調整す
る必要がある。
【０００６】しかし、そのような操作部における半田固
定部の周囲にはチューブ類や光学繊維束等のような内蔵
物や各種機構等が密集しているので、周囲に悪影響を与
えずに微妙な調整をしながら半田付け作業を行うのは容
易ではなく、部材破損を起こしたり、ガイドコイルの有
効長の調整不良等が発生する場合があった。
【０００７】そこで本発明は、ガイドコイルの有効長を

2
正確かつ容易に調整することができる処置具起上装置を
有する内視鏡を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の処置具起上装置を有する内視鏡は、挿入部
の先端から突出する処置具の突出方向を制御する処置具
起上片が挿入部の先端に配置され、処置具起上片を動作
させるための操作ワイヤが挿入部内を通過する状態に配
置されると共に、操作ワイヤをガイドするガイドコイル
の両端が、挿入部の基端に連結された操作部と挿入部の
先端とに固定された処置具起上装置を有する内視鏡にお
いて、ガイドコイルをその途中位置において分割し、ガ
イドコイルの分割部分を軸線方向に長さを可変な接続機
構によって接続したものである。
【０００９】なお、接続機構が、操作部と挿入部とを連
結する連結部材に形成された窓の内側に配置されている
と調整作業が容易であり、接続機構が、ガイドコイルの
分割端の各々に固着された口金を、その双方と螺合する
部材によって軸線方向に接近／離反させるネジ機構であ
ってもよい。
【００１０】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図３は内視鏡を示しており、可撓管によって
外装された挿入部１の先端に、対物光学系等を内蔵した
先端部本体２が連結されている。
【００１１】挿入部１内には、処置具１００を挿通する
ための処置具挿通チャンネル（図示せず）が全長にわた
って挿通配置されており、先端部本体２から側方に突出
する処置具１００の先端部分１００ａの突出方向を制御
するための処置具起上片３が先端部本体２内に配置され
ている。
【００１２】処置具起上片３を動作させるための操作ワ
イヤ１１は、先端が処置具起上片３に連結されていて、
挿入部１内を通過し、挿入部１の基端に連結された操作
部４内に基端が引き出されている。
【００１３】操作ワイヤ１１は、挿入部１内において
は、例えばステンレス鋼線を一定の径で密着巻きしたガ
イドコイル１２内に軸線方向に進退自在に挿通配置され
ており、ガイドコイル１２の両端は先端部本体２と操作
部４とに固定されている。
【００１４】このような構成により、操作部４に配置さ
れた処置具起上片操作レバー５を操作して操作ワイヤ１
１を軸線方向に進退させると、処置具起上片３が動作し
て、先端部本体２からの処置具１００の先端部分１００
ａの突出方向を任意に制御することができる。
【００１５】図１は、組み立て工程中の挿入部１と操作
部４との連結部６を示しており、挿入部１の基端口金１
ａと操作部ボディー４１とが、筒状の連結筒６１によっ
て固定的に連結されている。
【００１６】操作部ボディー４１内には操作部フレーム
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４２が固定的に配置されており、ガイドコイル１２の基
端に半田付け等によって固着された基端口金１３が、操
作部フレーム４２に固定された口金受座４３に嵌め込み
固定されている。
【００１７】連結筒６１には、軸線方向に移動可能に外
装カバー６２が外装されており、連結筒６１に大きく開
口形成された窓部６１ａが組み立て後に外装カバー６２
によって塞がれるようになっている。
【００１８】ガイドコイル１２は、この窓部６１ａ内に
位置する部分で二分割されていて、ガイドコイル１２の
分割部分は、軸線方向に長さを可変な接続機構２０によ
って接続されている。なお、分割されたガイドコイル１
２の先端側の部分を１２Ａ、基端側の部分を１２Ｂとす
る。
【００１９】図２は、操作部フレーム４２に対するガイ
ドコイル１２の固定部分と接続機構２０部分を示してお
り、ガイドコイル１２内には、例えば四フッ化エチレン
樹脂チューブ等からなる内挿チューブ１４が全長にわた
って挿通配置されていて、その端部１４ａは、基端口金
１３から操作部４内に頭を出している。ただし、内挿チ
ューブ１４は必ずしも設けなくてもよい。
【００２０】操作ワイヤ１１は、内挿チューブ１４内に
挿通配置されており、その基端は、処置具起上片操作レ
バー５によって動作するように操作部４内に配置された
ワイヤ駆動機構（図示せず）に連結されている。
【００２１】接続機構２０は、先端側ガイドコイル１２
Ａと基端側ガイドコイル１２Ｂの各々に半田付け等によ
り固着されたネジ口金２１Ａ，２１Ｂを共通のネジ筒２
２と螺合させて構成されている。
【００２２】両ネジ口金２１Ａ，２１Ｂの外周面には、
一方には右ネジが螺設されて他方には左ネジが螺設され
ており、両ネジ口金２１Ａ，２１Ｂは軸線方向に例えば
１ｃｍ程度の隙間があくように配置されている。
【００２３】ネジ筒２２の内周面には、ネジが螺設され
ていない中央境界部２２ａを挟んで、両ネジ口金２１
Ａ，２１Ｂと螺合する右ネジと左ネジが螺設されてい
る。したがって、両ネジ口金２１Ａ，２１Ｂに対してネ
ジ筒２２を軸線回りに回転させることにより、両ネジ口
金２１Ａ，２１Ｂを軸線方向に任意の長さだけ接近／離*
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*反させることができる。
【００２４】したがって、挿入部１と操作部４とを連結
する工程において、ガイドコイル１２の有効長は、両端
を先端部本体２と操作部４とに固定した状態のままで、
連結筒６１に形成された窓部６１ａを通して接続機構２
０を調整することにより、正確かつ容易に調整すること
ができる。
【００２５】
【発明の効果】本発明によれば、処置具起上片を動作さ
せるための操作ワイヤをガイドするガイドコイルをその
途中位置において分割し、ガイドコイルの分割部分を軸
線方向に長さを可変な接続機構によって接続したことに
より、ガイドコイルの有効長を正確かつ容易に調整する
ことができ、その接続機構を、操作部と挿入部とを連結
する連結部材に形成された窓の内側に配置すれば、内視
鏡の組み立て工程中或いは修理点検時等にいつでも容易
に調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の処置具起上装置を有する内視
鏡の組み立て工程中の部分側面断面図である。
【図２】本発明の実施例の処置具起上装置を有する内視
鏡のガイドコイルの基端側部分付近の側面断面図であ
る。
【図３】本発明の実施例の内視鏡の外観図である。
【符号の説明】
１  挿入部
２  先端部本体
３  処置具起上片
４  操作部
６  連結部
１１  操作ワイヤ
１２  ガイドコイル
２０  接続機構
２１Ａ，２１Ｂ  ネジ口金
２２  ネジ筒
６１  連結筒
６１ａ  窓部
６２  外装カバー
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